
河川敷地一時使用届
【届出者記載欄】

平成 年 月 日

国土交通省中国地方整備局

三次河川国道事務所 灰塚ダム管理支所長

使用者 住 所

氏 名

担当者

連絡先

下記のとおり、河川敷地を使用したいので届け出ます。

日 時 平成 年 月 日 時 から

平成 年 月 日 時 まで

目 的

場 所

現 地 氏名

□自宅 □職場 □携帯電話責任者 電話

備 考

※ 使用箇所の位置図を添付してください。

※ 施設設置を伴う利用については、配置図を添付して下さい。

※ 当該行事の企画書等を作成している場合には、参考図書として添付して下さい。

※ 使用内容が自由使用の範疇とは認め難いものについては、原本を返却しますので、改めて協議して下

さい。

上記使用内容の受付につきましては、河川敷地を適正に利用して頂くために 受 付 印 欄

使用内容を事前に提出頂いたものです。よって河川敷地の排他的、独占的な使

用を保証するものではありませんので、他の河川敷地利用者と調整のうえご使

なお、使用にあたっては、下記のことにご留意下さい。用下さい。

１.第三者に損害を与えた場合の損失の補償は 使用者の責任において行ってく、

ださい。

２．使用後は清掃を行うとともに使用によって生じたゴミは必ず持ち帰ってく

ださい。

３.管理支所が河川管理上必要性から行う指示には従ってください。

４.芝及び河川管理施設等を著しく損傷した場合は 管理支所の指示に従い 速、 、

やかに復旧してください。 担当者記載欄

５.降雨時には使用者において気象情報 雨量や水位などのダム及び河川に関す、

る情報を逐次把握し、危険が生じるおそれがあるときは速やかに避難してく

ださい。

６.河川情報については 下記のアドレスへ接続することによって 携帯端末を、 、

利用した入手が可能ですので、必要に応じて積極的に活用してください。

「 」）アドレス： (灰塚ダム管理支所 灰塚ダム情報http://www.haizuka.go.jp/i/
： (音声案内）(灰塚ダム管理支所「灰塚ダム情報）0824-44-7151

(通信料又は通話料は利用者負担となりますので予めご了承願います)




